
 
 
 
 
 
川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関す

る規則等の一部を改正する規則の制定につい

て 
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議案第２７号



   川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する

規則 

 （川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

第１条 川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３５年川崎

市教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第１１条の２～第２２条」を「第１１条の２～第２１条」に、「

第２３条～第２６条」を「第２２条～第２５条」に、「第２７条～第３３条

」を「第２６条～第３２条」に、「第３４条・第３５条」を「第３３条・第

３４条」に改める。 

第２０条を削り、第２１条を第２０条とし、第２２条を第２１条とし、第

６章中第２３条を第２２条とし、第２４条から第２６条までを１条ずつ繰り

上げ、第７章中第２７条を第２６条とし、第２８条から第３３条までを１条

ずつ繰り上げ、第８章中第３４条を第３３条とし、第３５条を第３４条とす

る。 

 （川崎市立高等学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

第２条 川崎市立高等学校の管理運営に関する規則（昭和５４年川崎市教育委

員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第１９条―第２９条」を「第１９条―第２８条」に、「第３０条

―第３２条」を「第２９条―第３１条」に、「第３３条―第３５条」を「第

３２条―第３４条」に、「第３６条」を「第３５条」に、「第３７条―第３

９条」を「第３６条―第３８条」に改める。 

 第２７条を削り、第２８条を第２７条とし、第２９条を第２８条とし、第

７章中第３０条を第２９条とし、第３１条を第３０条とし、第３２条を第３

１条とし、第８章中第３３条を第３２条とし、第３４条を第３３条とし、第

３５条を第３４条とし、第９章中第３６条を第３５条とし、第１０章中第３
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７条を第３６条とし、第３８条を第３７条とし、第３９条を第３８条とする

。 

 （川崎市立特別支援学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

第３条 川崎市立特別支援学校の管理運営に関する規則（昭和５４年川崎市教

育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第１６条の２～第２７条」を「第１６条の２～第２６条」に、「

第２８条」を「第２７条」に、「第２９条～第３２条」を「第２８条～第３

１条」に、「第３３条・第３４条」を「第３２条・第３３条」に改める。 

 第２５条を削り、第２６条を第２５条とし、第２７条を第２６条とし、第

７章中第２８条を第２７条とし、第８章中第２９条を第２８条とし、第３０

条から第３２条までを１条ずつ繰り上げ、第９章中第３３条を第３２条とし

、第３４条を第３３条とする。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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   制 定 理 由 

 

  学校教育推進会議を廃止するため、この規則を制定するものである。 
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川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則 新旧対照表【第１条関係】 

 

改正後 改正前 

目次 

第１章～第４章 略 

第５章 組織編制等（第１１条の２～第２１条） 

第６章 施設、設備等の管理（第２２条～第２５条） 

第７章 併設型中学校における特例等（第２６条～第３２条） 

第８章 雑則（第３３条・第３４条） 

第１条～第１９条 略 

目次 

第１章～第４章 略 

第５章 組織編制等（第１１条の２～第２２条） 

第６章 施設、設備等の管理（第２３条～第２６条） 

第７章 併設型中学校における特例等（第２７条～第３３条） 

第８章 雑則（第３４条・第３５条） 

第１条～第１９条 略 

（削る） （学校教育推進会議） 

 第２０条 学校に、教育目標、教育活動等に関し、校長の求めに応じて意見

を述べるため、学校教育推進会議を置く。ただし、別に定める学校運営協

議会を置く学校にあっては、この限りでない。 

第２０条～第３４条 略 第２１条～第３５条 略 

 

5



 

 

川崎市立高等学校の管理運営に関する規則 新旧対照表【第２条関係】 

 

改正後 改正前 

目次 

 第１章～第５章 略 

 第６章 組織編制等（第１９条―第２８条） 

 第７章 施設、設備等の管理（第２９条―第３１条） 

 第８章 併設型高等学校における特例等（第３２条―第３４条） 

 第９章 聴講（第３５条） 

 第１０章 雑則（第３６条―第３８条） 

第１条～第２６条 略 

目次 

 第１章～第５章 略 

 第６章 組織編制等（第１９条―第２９条） 

 第７章 施設、設備等の管理（第３０条―第３２条） 

 第８章 併設型高等学校における特例等（第３３条―第３５条） 

 第９章 聴講（第３６条） 

 第１０章 雑則（第３７条―第３９条） 

第１条～第２６条 略 

（削る） （学校教育推進会議） 

 第２７条 学校に、教育目標、教育活動等に関し、校長の求めに応じて意見

を述べるため、学校教育推進会議を置く。 

第２７条～第３８条 略 第２８条～第３９条 略 
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川崎市立特別支援学校の管理運営に関する規則 新旧対照表【第３条関係】 

 

改正後 改正前 

目次 

 第１章～第５章 略 

 第６章 組織編制等（第１６条の２～第２６条） 

第７章 募集及び選抜（第２７条） 

第８章 施設及び設備の管理（第２８条～第３１条） 

第９章 雑則（第３２条・第３３条） 

第１条～第２４条 略 

目次 

 第１章～第５章 略 

 第６章 組織編制等（第１６条の２～第２７条） 

第７章 募集及び選抜（第２８条） 

第８章 施設及び設備の管理（第２９条～第３２条） 

第９章 雑則（第３３条・第３４条） 

第１条～第２４条 略 

（削る） （学校教育推進会議） 

 第２５条 学校に、教育目標、教育活動等に関し、校長の求めに応じて意見

を述べるため、学校教育推進会議を置く。 

第２５条～第３３条 略 第２６条～第３４条 略 

 

7



 
 
 
 
 
川崎市学校運営協議会規則の一部を改正する

規則の制定について 
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議案第２８号



   川崎市学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

川崎市学校運営協議会規則（平成１８年川崎市教育委員会規則第２号）の一

部を次のように改正する。 

第４条第１項中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り

下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）業務量管理及び健康確保措置の実施に関すること。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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   制 定 理 由 

 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、学校運営に関

する基本的な方針の項目を追加するため、この規則を制定するものである。 
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川崎市学校運営協議会規則 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略 

（基本的な方針の承認） （基本的な方針の承認） 

第４条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針

を作成し、協議会の承認を得るものとする。 

第４条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針

を作成し、協議会の承認を得るものとする。 

(１) 教育課程の編成に関すること。 (１) 教育課程の編成に関すること。 

（２） 業務量管理及び健康確保措置の実施に関すること。 （新設） 

(３) 学校運営計画に関すること。 (２) 学校運営計画に関すること。 

(４) 組織編成に関すること。 (３) 組織編成に関すること。 

(５) 学校予算の編成及び執行に関すること。 (４) 学校予算の編成及び執行に関すること。 

(６) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。 (５) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。 

２ 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って

学校運営を行うものとする。 

２ 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って

学校運営を行うものとする。 

第５条～第２０条 略 第５条～第２０条 略 
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